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聖籠町告示第２８号  

聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱の

一部を改正する告示を次のように定める。  

令和２年３月２６日  

聖籠町長 西脇 道夫   

聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要

綱の一部を改正する告示  

聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱

（平成２３年聖籠町告示第１１号）の一部を次のように改正する。  

第７条第２項中「２４枚」を「３６枚」に改める。  

第８条第２項中「１２枚」を「１８枚」に改める。  

別表を次のように改める。  

別表（第７条、第８条関係）  

福祉タクシー利用助成券  自動車燃料費助成券  

申請を受理した月  交付枚数  申請を受理した月  交付枚数  

４月  ３６枚  ４月  
１８枚  

５月  ３３枚  ５月  

６月  ３０枚  ６月  
１５枚  

７月  ２７枚  ７月  

８月  ２４枚  ８月  
１２枚  

９月  ２１枚  ９月  

１０月  １８枚  １０月  
９枚  

１１月  １５枚  １１月  

１２月  １２枚  １２月  
６枚  

１月  ９枚  １月  

２月  ６枚  ２月  
３枚  

３月  ３枚  ３月  

別記様式第２号（第１０条関係）を次のように改める。  
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   附 則  

この告示は、令和２年４月１日から施行する。  


